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松木新池の活用に係るサウンディング型市場調査 

実施要領 

 

１ 調査の目的 

 本調査の対象地である松木新池（以下「ため池」）は、農業用ため池として使用されてい

ましたが、令和 3 年に水利関係者より水利権が放棄されたことから、ため池用地の新たな

利活用について検討を行ってきました。 

 本調査は、ため池とその周辺の利活用について、本市が予定している公募型プロポーザル

方式（価格及び提案内容を総合的に評価する方式）による開発事業者募集の実施に先立ち、

民間事業者等との対話を通じて、対象地の市場性や事業実施の可能性を把握することを目的

として実施します。また、民間事業者等からの意見や提案を広く聴取し、今後作成する募集

要項、売却条件等の検討・精査に活用するものです。 

 

２ 調査の位置づけ 

 本調査は、民間事業者との個別対話を通じて市場の動向や事業成立性を把握するための任

意の調査であり、本調査への参加の有無や発言内容は、将来実施予定の公募型プロポーザル

における評価に影響を与えるものではありません。 

 

３ 調査対象地の概要 

（１）所在地  那珂川市松木 5 丁目 

（２）実測地積 20,360.68 ㎡ 

 【内訳】地番／地目／面積 

  ・那珂川市松木 5 丁目 1／公園／1,712.29 ㎡ 

  ・那珂川市松木 5 丁目 2-1／雑種地／7,366.91 ㎡ 

  ・那珂川市松木 5 丁目 3／宅地／7.11 ㎡ 

・那珂川市松木 5 丁目 81／宅地／32.05 ㎡ 

・那珂川市松木 5 丁目 82／公園／447.79 ㎡ 

・那珂川市松木 5 丁目 458-1／ため池／9,773.92 ㎡ 

・那珂川市松木 5 丁目 458-4／雑種地／128.28 ㎡ 

・那珂川市松木 5 丁目 458-8／公園／134.35 ㎡ 

・那珂川市松木 5 丁目 459-5／山林／3.27 ㎡ 

・那珂川市松木 5 丁目 459-6／山林／24.97 ㎡ 

・那珂川市松木 5 丁目 459-7／山林／422.35 ㎡ 

・那珂川市松木 5 丁目 459-10／雑種地／79.29 ㎡ 

・那珂川市松木 5 丁目 459-11／雑種地／9.57 ㎡ 

・那珂川市松木 5 丁目 459-30／公園／161.86 ㎡ 

・那珂川市松木 5 丁目 1096-2／公衆用道路／8.31 ㎡ 
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・那珂川市松木 5 丁目 1096-6／公園／15.03 ㎡ 

・那珂川市松木 5 丁目 2113／用悪水路／33.33 ㎡ 

（３）用途地域 ・第 1種低層住居専用地域 60／40 

         建築物の高さの限度 10ｍ 

         外壁の後退距離の限度 1.5ｍ 

         建築物の敷地面積の最低限度 165 ㎡ 

（４）現況 農業用ため池として活用していましたが、現在農業利用はなく、水利関係者より

水利権が放棄されたことから、今後の利用予定はありません。 

      現状有姿による売却を予定。（事業者による埋立・造成・改良等を想定） 

 

４ サウンディング型市場調査の実施スケジュール 

実施要領の公表 令和 8 年 5 月 1 日（金） 

サウンディング（対話）調査参加申し込み 令和 8 年 5 月 11 日（月）から 6

月 19 日（金）まで 

サウンディング（対話）調査の実施 令和 8 年 5 月 18 日（月）から 6

月 26 日（金）まで 

現地見学希望申込み 令和 8 年 5 月 22 日（金）まで 

現地見学会 令和 8 年 5 月 29 日（金）、6 月 1

日（月）、2 日（火） 

質問の受付 令和 8 年 6 月 8 日（月）まで 

質問の回答 令和 8 年 6 月 15 日（月）まで 

結果の公表 令和 8 年 7 月下旬 

 

５ サウンディング型市場調査で求める内容 

  ① 調査対象地の市場性及び評価 

  ② 調査対象地に想定される土地利用計画の概要（施設や道路等公共施設の配置など） 

  ③ 調査対象地の課題 

  ④ 売却条件等に対する意見 ※別紙 1を参照ください。 

  ⑤ 公募型プロポーザルへの参加意向 

  ⑥ その他の課題及び懸念、行政が配慮すべき事項 

   ※②については、土地利用計画の概要が分かる図面を併せて提出ください。 

  

６ サウンディング型市場調査の対象者 

 本調査に参加することができる事業者は、事業の実施主体となり得る法人又は法人グループ、

個人事業主若しくは個人事業主のグループとします。なお、グループで参加する場合は、主たる

役割を担う代表企業を 1社（名）選定してください。 

 ただし、次のいずれかに該当する場合は参加できません。 
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① 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号）第 167条の 4（同令第 167 条の 11に 

おいて準用する場合も含む。）の規定に該当する者 

② 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条に規定する更生手続開始の申立てがな 

されている者（同法第 199 条に規定する更生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

③ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条に規定する再生手続開始の申立てがな 

されている者（同法第 174 条に規定する再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

④ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第 2条 

に掲げる営業に該当する者 

⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条に規 

定する暴力団又は同条第 6 号に規定する暴力団員 

⑥ 法人の場合、法人税、法人住民税、消費税及び地方消費税を滞納している者。個人の場合、 

申告所得税、事業税、住民税、固定資産税、国保税の滞納がある者。 

 

７ サウンディング型市場調査への参加申し込みなどについて 

 （１）参加申し込み 

  サウンディング（対話）調査参加申込書【様式 1】に必要事項を記入し、下記の通りご提出

ください。また、サウンディング（対話）調査参加日の 2 日前までに、サウンディング（対

話）調査提案書・意見書【様式 2】及び土地利用の概要が分かる資料【様式任意】をご提出く

ださい。参加申込書を確認後、日程調整の上、実施日時及び場所を電子メールにて市からご連

絡します。（都合によりご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実施期間】令和 8 年 5 月 18 日（月）から 6 月 26 日（金）までの間で随時実施 

      ※10 時から 16 時までの間で、1 参加者あたり 1 時間程度 

【申込期限】令和 8 年 5 月 11 日（月）から 6 月 19 日（金）まで 

【実施場所】那珂川市都市整備部庁舎会議室 

【申込方法】「サウンディング（対話）調査参加申込書【様式 1】」を電子メールにて下 

記アドレス宛にご提出ください。提出の際、件名を【松木新池 

の活用に係るサウンディング（対話）調査参加申込書＜参加者名＞】 

としてください。 

【提出先】 senryaku@city-nakagawa.fukuoka.jp 

【備考】  ・原則、来庁いただいてのサウンディング（対話）調査としますが、来

庁が難しい場合は、オンラインでの聞き取りを実施します。その場

合は、個別に調整いたします。 
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（２）現地見学会 

  本調査の実施にあたり、各回 1時間程度の現地見学会を開催します。希望される方のみ「現

地見学会参加申込書【様式 3】」を下記のとおり提出ください。申込書受領後、日程調整の上、

連絡させていただきます。参加人数は、1 事業者 3 人までとします。 

  なお、現地見学会への参加は、サウンディング調査参加の条件ではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）質問の受付及び回答 

 本調査に関し、ご不明な点がある場合は、下記の通りご質問を受け付けます。 

 

 

 

 

 

 

 （4）留意事項 

  ① 参加者の名称は公表しません。 

  ② 本調査の内容は、今後行う当該対象地の売却に向けた方針決定の参考とします。双方の 

発言・説明は、あくまで対話時点での想定のものとし、何ら約束等するものではありま 

せん。 

  ③ 当該地に係る売却を実施することとなった場合、本調査への参加実績が優位性を持つ 

ものではありません。 

  ④ 本調査の実施結果の概要等は、公表する前提としており、結果の公表に当たっては、対 

話参加者の知的財産の保護の観点から、事前に各参加者に公表内容を確認します。 

  ⑤ 提出資料の著作権は、各対話参加者に帰属しますが返却はしません。 

  ⑥ 本調査の参加に要する費用は、参加者の負担とします。 

  ⑦ 必要に応じて、全部又は一部の参加者に対して追加対話（文書照会を含む）を行うこと 

がありますので、ご協力ください。 

【実施日】 令和 8 年 5 月 29 日（金）、6 月 1 日（月）、2 日（火） 

       1１時から 1 時間程度 

【申込期限】令和 8 年 5 月 22 日（金）17 時まで 

【申込方法】「現地見学会参加申込書【様式 3】」を電子メールにて下記アドレス 

宛にご提出ください。提出の際、件名を【松木新池の活用に係る 

サウンディング型市場調査現地見学会（参加者名）】としてください。 

【提出先】 senryaku@city-nakagawa.fukuoka.jp 

【備考】  ・日程は、申込書に記載の担当者宛に電子メールでご案内します。 

      ・現地近くに車を止められる場所はございません。 

      ・現地は、草木繁茂により現況確認が十分にできない場合があります。 

 

【質問期限】令和 8 年 6 月 8 日（月）まで 

【申込方法】「質疑書【様式 4】」を電子メールにて下記アドレス宛にご提出くださ 

い。提出の際、件名を【松木新池の活用に係るサウンディング 

型市場調査質疑書（参加者名）】としてください。 

【回答】  令和 8 年 6 月 15 日（月）までに市ホームページに掲載します。 
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８ 提出・お問い合わせ 

各種書類の提出、お問い合わせ等は、下記までお願いいたします。 

那珂川市地域振興部地域戦略課 髙木・羽根 

〒811-1224 那珂川市大字安徳 702-1（都市整備部庁舎 1 階） 

電話 092-408-5220  FAX 092-953-4563 

メールアドレス senryaku@city-nakagawa.fukuoka.jp 


